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第１号様式（第２条関係） 

個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 公害苦情相談ファイル 

行政機関等の名称 武蔵野市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
環境部環境政策課 

個人情報ファイルの利用目的 
公害等に関する市民等からの相談内容及び対応経過を記録す

るため 

記録項目 

１相談者氏名、２相談者電話番号、３相談者住所、４発生源氏

名、５発生源電話番号、６発生源住所、７発生源の作業・設備

等の状況、８その他 

記録範囲 

・公害等に関する相談をした方 

・その公害等を発生させていると思われる方 

・対応の過程で関係した方 

記録情報の収集方法 相談者等からの聞き取り 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）市民部市民活動推進課情報公開担当 

（所在地）〒180-8777 東京都武蔵野市緑町２-２-28 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル ☑有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
  ― 

備考 
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第１号様式（第２条関係） 

個人情報ファイル簿（単票） 

    個人情報ファイルの名称 スズメバチ等駆除助成金交付ファイル 

行政機関等の名称 武蔵野市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
環境部環境政策課 

個人情報ファイルの利用目的 スズメバチを駆除した市民等に対して助成金を支給するため 

記録項目 

１氏名、２電話番号、３住所、４口座情報、５作業状況 

記録範囲 スズメバチ等駆除助成金交付申請書兼請求書を提出した者 

記録情報の収集方法 申請者が提出した書面 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）市民部市民活動推進課情報公開担当 

（所在地）〒180-8777 東京都武蔵野市緑町２-２-28 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

□法第60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☑法第60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
  ― 

備考 
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第１号様式（第２条関係） 

個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 飼い犬の登録情報ファイル 

行政機関等の名称 武蔵野市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
環境部環境政策課 

個人情報ファイルの利用目的 狂犬病予防法に定められている犬の登録を管理するため 

記録項目 

１氏名、２電話番号、３住所、４前住所、５飼い犬の情報 

記録範囲 
・犬の飼い主 

・犬の前所有者 

記録情報の収集方法 
・申請者が提出した書面 

・国の指定登録機関からの通知 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）市民部市民活動推進課情報公開担当 

（所在地）〒180-8777 東京都武蔵野市緑町２-２-28 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル ☑有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
  ― 

備考 
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第１号様式（第２条関係） 

個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 粗大ごみ収集依頼票（収集、持込） 

行政機関等の名称 武蔵野市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
環境部ごみ総合対策課 

個人情報ファイルの利用目的 粗大ごみの処理を行うため 

記録項目 

【収集】１ 収集日、２ 受付日、３ 依頼者情報（住所、氏

名、電話番号、収集品目、ポイント数、住所案内地図） 

【持込】１ 依頼者情報（住所、氏名、電話番号、本人確認情

報）、２ 代理者情報（住所、氏名、電話番号、本人確認情報、

代理理由）、３ 品目、４ 持込理由 

記録範囲 事業所を除く市内在住者 

記録情報の収集方法 本人、代理人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 

【収集】含まない 

【持込】含む 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）市民部市民活動推進課情報公開担当 

（所在地）〒180-8777 東京都武蔵野市緑町２-２-28 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

□法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☑法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
  ― 

備考 
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第１号様式（第２条関係） 

個人情報ファイル簿（単票） 

    個人情報ファイルの名称 ごみ収集届出書 

行政機関等の名称 武蔵野市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
環境部ごみ総合対策課 

個人情報ファイルの利用目的 ごみ置場の位置を確認するため 

記録項目 

収集場所情報（申請者住所、世帯主名、連絡先電話番号、入居

予定日、入居世帯数、収集場所見取図） 

記録範囲 市内一般家庭、集合住宅、事業所及び集客施設 

記録情報の収集方法 本人、代理人、住宅管理者 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 収集委託業者 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）市民部市民活動推進課情報公開担当 

（所在地）〒180-8777 東京都武蔵野市緑町２-２-28 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
 ― 

個人情報ファイルの種別 

□法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☑法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
  ― 

備考 
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第１号様式（第２条関係） 

個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 排水設備届出簿兼雨水排水計画届出受付簿 

行政機関等の名称 武蔵野市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
環境部下水道課 

個人情報ファイルの利用目的 
「排水設備新設等計画届出書」及び「雨水排水計画届出書」の

届出状況の管理に利用する。 

記録項目 

届出名、届出者電話番号、設置場所住所、使用者氏名、使用者

電話番号 

記録範囲 

・「排水設備新設等計画届出書」及び「雨水排水計画届出書」

を提出した者（平成 15年以降） 

・設置した場所の使用者（平成 15年以降） 

記録情報の収集方法 本人、届出者からの申請 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 武蔵野市水道部 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）市民部市民活動推進課情報公開担当 

（所在地）〒180-8777 東京都武蔵野市緑町２-２-28 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル ☑有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
  ― 

備考 
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第１号様式（第２条関係） 

個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 雨水浸透施設調査書 

行政機関等の名称 武蔵野市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
環境部下水道課 

個人情報ファイルの利用目的 雨水浸透施設の設置状況の管理に利用する。 

記録項目 

届出名、設置場所住所 

記録範囲 ・「排水設備新設等完了届出書」を提出した者 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先  ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）市民部市民活動推進課情報公開担当 

（所在地）〒180-8777 東京都武蔵野市緑町２-２-28 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
 ― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル ☑有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
  ― 

備考 
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第１号様式（第２条関係） 

個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 公共ます承認工事受付台帳 

行政機関等の名称 武蔵野市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
環境部下水道課 

個人情報ファイルの利用目的 
「公共ます新設等工事承認申請書」及び「承認工事申請書」の

届出状況の管理に利用する。 

記録項目 

施工場所住所、申請者氏名 

記録範囲 
・「公共ます新設等工事承認申請書」及び「承認工事申請書」

を提出した者（平成 14年以降） 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先  ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）市民部市民活動推進課情報公開担当 

（所在地）〒180-8777 東京都武蔵野市緑町２-２-28 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
 ― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル ☑有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
  ― 

備考 
 

 


